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平成３０年第２回西予市議会臨時会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成３０年７月３１日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成３０年７月３１日 

          午前１１時００分 

１．閉     会 平成３０年７月３１日 

          午後 ０時１２分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

    ８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．会議録署名議員 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  保 木 俊 司 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  岩 瀬 布二夫 

   生活福祉部長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  高 橋   司 

   明 浜 支 所 長  山 下   玉 

   野 村 支 所 長  土 居 眞 二 

   城 川 支 所 長  篠 藤 義 直 

   三 瓶 支 所 長  中須賀 敏 幸 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  道 山 升 文 

   議 事 係  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

 



 

- 2 - 

 

      議  事  日  程 

１ 会議録署名議員の指名 

 （１５番 二宮一朗、１６番 兵頭学） 

２ 会期の決定 

 （７月３１日～７月３１日  １日間） 

３ 承認第 ５号 専決処分第５号の承認を求

めることについて 

 ４ 議案第９３号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例を廃止

する条例制定について 

 ５ 議案第９４号 平成３０年度西予市一般会

計補正予算（第３号） 

 ６ 議案第９５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第９６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第９７号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第９８号 平成３０年度西予市水道事

業会計補正予算（第２号） 

 ７ 議案第９９号 西予市総合計画審議会条例

及び西予市行政改革推進委

員会設置条例の一部を改正

する条例制定について 

 ８        議員派遣の件について 

追加 決議案第１号 平成３０年７月豪雨の災害

対策に関する決議案の提

出について 

   意見書案第１号 平成３０年７月豪雨の災害

対策に関する意見書案の提

出について 
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本日の会議に付した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

 （１５番 二宮一朗、１６番 兵頭学） 

２ 会期の決定 

 （７月３１日～７月３１日  １日間） 

３ 承認第 ５号 専決処分第５号の承認を求

めることについて 

 ４ 議案第９３号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例を廃止

する条例制定について 

 ５ 議案第９４号 平成３０年度西予市一般会

計補正予算（第３号） 

 ６ 議案第９５号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第９６号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第９７号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第９８号 平成３０年度西予市水道事

業会計補正予算（第２号） 

 ７ 議案第９９号 西予市総合計画審議会条例

及び西予市行政改革推進委

員会設置条例の一部を改正

する条例制定について 

 ８        議員派遣の件について 

追加 決議案第１号 平成３０年７月豪雨の災害

対策に関する決議案の提

出について 

   意見書案第１号 平成３０年７月豪雨の災害

対策に関する意見書案の提

出について 
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  開会 午前11時00分 

○議長 

   ただいまの出席議員は21名であります。 

これより平成30年第２回西予市議会臨時会を開

会いたします。 

このたび発生いたしました平成30年７月豪雨災

害により、被災された皆様並びにご家族の皆様に

心よりお見舞い申し上げます。議会として少しで

も早い復旧・復興に向けて、議員一同、市民の皆

様とともに取り組んでまいる所存でございます。 

この際申し上げます。 

このたび発生いたしました平成30年７月豪雨災

害で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、黙と

うをささげたいと存じます。 

全員ご起立を願います。 

傍聴席の皆さんもご協力賜りますようお願い申

し上げます。 

  （全員起立） 

○議長  

黙とう。 

  （黙とう） 

○議長 

黙とうを終わります。 

ご着席願います。 

  （全員着席） 

○議長  

管家市長より今臨時会召集の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長  

平成30年第２回西予市議会臨時会の開会に当た

りまして一言ご挨拶を申し上げます。 

先日の台風12号では、今までにない異常な動き

方を見せる中で、その影響を心配したところでご

ざいます。特に二次災害、この防止に大変心配を

したところでございますが、現在のところ、その

被害の拡大がなく、少し安堵したところではござ

いますけれども、今現在、鹿児島沖の洋上に台風

12号はいますし、そして、毎日、今も雨が降って

おりますけれども、少しの雨でも心配な状況でご

ざいます。 

まず初めに、このたびの豪雨災害により犠牲と

なられました方々のご冥福をお祈り申し上げます

とともに、被災された皆様に心からお見舞いを申

し上げます。 

また、昼夜を問わず復旧復興にご尽力いただい

ております皆様方に衷心より感謝を申し上げま

す。 

７月５日から８日にかけて、梅雨前線が西日本

に停滞し、愛媛県では記録的な大雨となりまし

た。西予市でも宇和の観測所で、最大１時間降水

量が47.5ミリ、最大24時間降水量は、７日午前７

時30分に観測史上最高となる347ミリを記録し、

５日から８日までの期間、降水量が535.5ミリを

観測いたしました。 

この豪雨によりまして、当市におきましても甚

大な被害が発生し、特に野村町におきましては、

河川の氾濫により、５名のとうとい命が犠牲にな

ったほか、広範囲で多くの浸水被害が発生し、住

家を初めとする市民の財産が流出し甚大な被害が

発生をいたしました。また、斜面崩落等の土砂災

害により、宇和地域と野村地域を結ぶ主要県道を

初め、各集落間を結ぶ道路も数多く寸断をされた

ほか、電気や水道、通信といったライフラインに

つきましても停電や断水、通信ネットワークのふ

ぐあいが発生するなど、市民生活に支障を来す多

大なる被害となりました。 

農林業分野におきましては、今回の豪雨によ

り、大量の土砂や流木が、水田や畑・ため池・用

水路等へ流れ込んだほか、数多くの林道が崩落

し、中山間地域では、樹園地やモノラック等の農

業施設等が崩落しました。 

商工施設におきましても、市内全域で122件余

りの事業所が浸水や土砂流入等により、店舗や生

産設備が被災するなど、近年の水害では、類を見

ないほどの被害となり、西予市における現時点で

の被害総額は150億円となっており、今後、さら

に被害額は増大するものと思われます。 

今回の豪雨により、１番被害の大きかった野村

地区では、多くの住家が浸水被害を受けました

が、野村のシンボルであります乙亥会館や子ども

たちの健やかな成長を育む野村保育所など市民の

日常生活を支える公共施設や地域のコミュニティ

ーを支える公民館等、施設の倒壊を含む甚大な被

害を受けたところであります。 

今回の災害復旧につきましては、地元自治会や

地域の方々による自主的な助け合いはもちろんの

こと、被災直後から地元消防団である野村方面隊

を初め、市内全域の消防団により瓦れきの撤去や
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泥のかき出し、災害ごみの搬出や運搬等を積極的

に支援いただいておりました。さらに、ボランテ

ィアの受け入れ態勢が整ってからは、市内外から

5,800人を超えるボランティアの方々に駆けつけ

ていただくとともに、愛媛県建設業協会の皆様に

もご協力をいただき、連日の炎天下の中、被害を

受けた民家の片づけにご協力いただいております

ことを深く感謝を申し上げる次第であります。 

また、被災直後から給水車の配備や仮設風呂の

設置、孤立集落へのヘリでの物資搬入や人力等に

よる土石撤去作業などを行っていただいた自衛隊

の方々、大規模災害箇所の調査、道路清掃車、浸

水除去の排水用ポンプ車導入に職員を派遣してい

ただいた国土交通省四国整備局を初め、関係機関

の皆様に復旧対策の多大なご尽力をいただいたと

ころであります。 

今回の大規模災害では、被災住民の生活再建を

抜本的に支援するための応援職員を派遣する対口

支援制度によりまして、横浜市からは、災害マネ

ジメントを総括的に支援する災害マネジメント総

括支援員を、熊本市からは対口支援指定都市とし

て多くの応援職員を被災直後から派遣をいただく

とともに、石川県や高知県室戸市、愛媛県を初

め、西条市、砥部町、伊予市等県内市町の皆さん

にも災害復興にかかわるさまざまな業務におきま

して、応援職員を派遣いただき、心より感謝を申

し上げる次第でございます。 

今回の災害直後に災害救助法の適用を受け、先

般24日に開催された政府の定例閣議において、今

回の豪雨災害を激甚災害に指定する政令が決定さ

れ、27日に公布施行されました。当市におきまし

ても、財政面に不安を感じることなく、復旧・復

興事業に取り組むことができるよう、各大臣に対

し規制緩和や特別交付税を含めた特段の財政支援

等につきまして、早急な対策を強く要請したとこ

ろでありますが、激甚災害の指定により、農地農

業用施設、林道の災害復旧にかかわる国庫補助率

のかさ上げ等、災害復旧事業に対し、特別な財政

援助等が実施されることになります。 

今後、市の事業を復旧復興に集中するため、平

成30年度に予算計上している事業につきまして

は、緊急性の高いものを除き、原則凍結または延

期することとし、国等からの財政支援を受けなが

ら、災害復興事業を最優先として１日も早い復興

に全力を傾注する考えであります。 

発災後３週間が経過し、少しずつ復興の兆しが

見えてきたところでありますが、今回の被災によ

り自宅を失うなど、避難生活を余儀なくされてい

る市民は約100人に上るとともに、市外避難を継

続されている市民の方もいらっしゃる状況となっ

ております。まずは24日から着工していただいて

おります避難者の生活の支援のための仮設住宅の

早期完成を目指すとともに、道路復旧、インフラ

整備、農林水産業並びに商店街の復興に向け、先

頭に立って最大限の努力をする覚悟であります。 

今回の未曽有の大災害から１日も早くもとの平

穏な生活を取り戻し、将来にわたって安心が体感

できるまちづくりを進めていくためには、行政と

市民等が話し合い等を通じ、課題を共有し、一丸

となって、復旧・復興に取り組んでいく必要があ

ると考えております。その上で、国に対しまして

は、今回の災害とダムの関係についてしっかりと

検証していただくとともに、今後の運用及び対策

については、慎重かつ万全を講じていただきたい

と強く要望いたします。野村ダムは、昭和57年に

南予地域の農業、上水道の水がめとしての役割と

宇和川の治水調整の機能を有するダムとして誕生

し37年が経過をいたしました。ダムがあるおかげ

で洪水を防いでくれたことも振り返ればあると思

いますし、ダムが守ってくれるという安心感が私

を含め、多くの人たちがお持ちであったと思いま

す。 

しかしながら、異常気象が日常化した昨今で

は、従来どおりのダムの運用では対応できないこ

とは今回の災害からも明らかであります。治水運

用マニュアルの見直し、河川改修により、河床の

掘削や土砂の取り除きで安全に流れる水量をふや

すことのほか、堤防のかさ上げなどを行うなど、

直ちにできる防災対策を国に求めてまいります。 

また、野村ダムや鹿野川ダムが一定量放流して

も二度と今回のようなことが起こることがないよ

う、下流域に被害が出ない肱川全体を考えた抜本

的対策を国の責任において西予市民に提案するよ

う要望いたします。 

市といたしましても、今後の復興計画の策定や

被災者の生活再建、復興に向けての庁内の総合調

整を行う必要があることから、組織の再編を行

い、復興支援課を新設いたします。また、被害の
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大きかった野村地区のニーズを把握し、被災者の

生活再建に向けた復興支援を早急に取り組むた

め、野村支所内に復興支援室を設置することとし

ております。 

このたびの災害を踏まえ、改めて市民の皆様の

ご意見を伺いながら、今後の防災体制のあり方を

見直すとともに、防災対応力の強化、強い地域づ

くりの基盤となるよう、市民が安心して暮らせる

まちづくりに向けて、職員一丸となって全力で取

り組んでまいりたいと考えております。 

皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

さて、本日の臨時会は、今回の豪雨災害に関連

した条例改正、被災者支援や生活再建等に要する

経費と公共土木施設等の復旧等に要する一般会計

及び特別会計補正予算の議案８件を上程し、ご審

議をお願い申し上げるものでございます。 

慎重にご審議をいただき、ご決定賜りますよう

お願いを申し上げまして、私の招集の挨拶といた

します。 

○議長  

これより本日の会議を開きます。本日の議事日

程はお手元に配信のとおりであります。 

  （日程１） 

○議長 

まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行い

ます。 

今回の会議録署名議員に、15番二宮一朗君、

16番兵頭学君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長  

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

今回の会期は本日１日といたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認めます。よって、今回の会期は本

日１日と決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長  

次に、日程第３、承認第５号「専決処分第５号

の承認を求めることについて」を議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長  

承認第５号「専決処分第５号の承認を求めるこ

とについて」提案理由のご説明を申し上げます。 

この承認第５号は、西予市税条例及び西予市国

民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ

いて、専決処分の承認を求めるものであります。 

今回の改正は平成30年７月豪雨災害に係る被災

者の市税を減免すること、並びに減免手続の迅速

な対応を図るため、関係条例の改正を行うもので

あります。固定資産税及び国民健康保険税につき

ましては、地方税法に基づき、災害を減免対象と

して定めておりますが、個人市民税については、

同様の定めがなされてないことから所要の整備を

行い、今回の平成30年７月豪雨に係る被災者に対

して、迅速に市税の減免を行うものであります。 

よろしくご審議の上、ご承認くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長  

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

承認第５号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第５号「専決処分第５号の承認を求めるこ

とについて」は、原案のとおり承認することにご

異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認めます。よって、承認第５号は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長  

次に、日程第４、議案第93号「西予市立学校給

食センター及び学校給食調理場条例の一部を改正

する条例を廃止する条例制定について」を議題と

いたします。 

理事者の説明を求めます。 

高橋教育部長。 

○高橋教育部長  

議案第93号「西予市立学校給食センター及び学

校給食調理場条例の一部を改正する条例を廃止す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

平成30年８月１日に設置し、同年９月から運用

開始予定としておりました西予市立せいよ東学校

給食センターは、平成30年７月豪雨により甚大な

被害を受け、設置及び運用開始の時期等について

めどが立たない状況となっております。このた

め、当センターから給食を提供する予定としてお

りました野村小学校、野村中学校、城川小学校及

び城川中学校については、当分の間、引き続き、

各校の単独調理場にて給食を提供していかなけれ

ばならない状況となったことから、平成30年第１

回定例会において議決いただきました新センター

の設置及び自校式調理場の廃止を定めた一部改正

条例を廃止するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長  

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第93号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第93号「西予市立学校給食センター及び学

校給食調理場条例の一部を改正する条例を廃止す

る条例制定について」は、原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認めます。よって、議案第93号は、

原案のとおり決定いたしました。 

  （日程５） 

○議長  

次に、日程第５、議案第94号「平成30年度西予

市一般会計補正予算（第３号）」を議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長  

議案第94号「平成30年度西予市一般会計補正予

算（第３号）」について提案理由のご説明を申し

上げます。 

今回の補正予算は、豪雨災害に関連した被災者

の生活再建を支援するために要する経費と公共土

木施設等の復旧等に要する経費を計上するもので

あります。 

まず、被災者の生活再建の支援に関連した経費

についてご説明申し上げます。経済的な支援とい

たしまして、住宅が全壊、半壊、床上浸水等の被

害に遭われた世帯に対する災害見舞金のほか、今

回の豪雨災害により亡くなられた方々のご遺族に

対する災害弔慰金等の経費を計上しております。 

また、住まいの支援として、被災した住宅の応

急修理に要する経費、商店街への支援として被災

した店舗の改修に要する経費に対する補助金を計

上しております。 

そのほか、今回の豪雨災害により発生しました

災害廃棄物の収集運搬や処分経費のほか、被災建
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物の解体や撤去支援に要する経費等を計上してお

ります。 

次に、公共土木等の復旧等に要する経費につい

てご説明申し上げます。水道施設、農業集落排水

施設、公共下水施設の復旧につきましては、特別

会計及び企業会計へ繰り出しする経費を計上させ

ていただいております。 

農林水産施設におきましては、被災した農地や

水路等の農業用施設のほか、林道の復旧に要する

経費を計上し、土木施設につきましては、被災し

た道路や河川の復旧に要する経費を計上させてい

ただいております。 

また、公共施設につきましては、野村保育所の

被災に伴い、仮設する保育所の設置に要する経費

のほか、特別養護老人ホームしいのき園の敷地裏

の一部崩落による復旧に要する経費を計上してお

ります。 

これらの経費の財源につきましては、それぞれ

の歳出に見合う国・県支出金、地方債等の特定財

源を計上しますとともに、一般財源として財政調

整基金、災害対策基金を繰り入れ、収支均衡を図

るものであります。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既

決いただいております歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ26億5157万6000円を増額し、歳入歳出予算の

総額を308億8267万8000円と定めるものでありま

す。 

また、債務負担行為の追加として野村保育所仮

設施設リース料を平成31年度までの期間として、

限度額を設定しております。地方債補正では災害

復旧事業に伴う限度額の変更を行っております。 

以上が今回の補正予算の概要でありまして、詳

細な点につきましては担当課長から補足説明をさ

せますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長  

宇都宮財政課長。 

○宇都宮財政課長  

それでは、予算書に沿って、歳出から補足説明

を申し上げます。 

予算書の11ページをお開き願います。民生費２

項４目保育所費、野村保育所管理運営事業4597万

2000円でありますが、豪雨災害により被災した野

村保育所を野村運動公園内に仮設保育所として設

置するためのリース料、給食調理室用機械器具費

を計上するものであります。平成30年８月開始の

リース契約となり、債務負担行為の補正として、

平成31年度分リース料5378万4000円を限度額とし

て設定しております。 

４項災害救助費、１目災害救助費4億9993万

3000円でありますが、福祉課、健康づくり推進

課、環境衛生課の被災者支援と生活再建に係る経

費の総額となります。11節需用費360万6000円

は、被災地の土砂などの障害物除去作業を行うと

きのスコップなどの消耗品費と医薬品を計上し、

13節委託料3800万円は、くみ取り便槽のし尿収集

と浄化槽内の土砂等抜き取り収集処分委託料を計

上し、14節リース料117万7000円は、災害救援ボ

ランティアセンターに設置をしております仮設ト

イレなどのリース料を計上し、15節工事請負費

1億4600万円は、災害救助法に基づいて、被災し

た住宅の台所など日常生活に必要不可欠な部分を

市が業者に依頼し、応急修繕を行う経費を計上

し、20節扶助費3億1115万円は、西予市災害弔慰

金の支給等に関する条例に基づく災害弔慰金とし

て2000万円、西予市災害見舞金等支給要綱に基づ

く災害見舞金として1740万円、愛媛県と西予市が

被災者生活再建支援法の適用に加えて、独自に行

う緊急支援金として2億7375万円を計上するもの

であります。負担区分は県が３分の２、市が３分

の１となります。財源といたしまして、災害弔慰

金県補助金と被災者生活再建緊急支援事業費県補

助金合わせまして1億9583万3000円を充てていま

す。 

12ページをお開き願います。衛生費１項４目環

境衛生費240万1000円でありますが、被災した家

屋等の消毒散布用薬剤と散布用機材購入費を計上

するものであります。２項２目塵芥処理費4億

9230万8000円でありますが、豪雨災害により発生

した災害廃棄物の収集、運搬、処理委託料として

3億1230万8000円。西予市被災建物等解体・撤去

支援事業実施要綱を今回制定し、被災された方の

早期復興を図るため、被災建物等の解体及び解体

に伴い排出される廃棄物の撤去を市が被災された

方にかわって実施する解体・撤去支援事業委託料

として1億8000万円を計上するものであります。

財源として災害等廃棄物処理事業費国庫補助金

2億4615万4000円を充てています。 
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13ページをお開き願います。商工費、１項２目

商工業振興費1億円。仮称ではありますが、西予

市中小企業等復興補助金交付要綱を制定し、被災

した事業者の復興を支援するため、約100件分の

店舗改修等に要する経費の一部を助成する補助金

を計上するものであります。 

15ページから16ページをお開き願います。土木

費、６項１目住宅管理費2800万円でありますが、

被災した市内２箇所の公営住宅について、解体及

び雨漏りの修繕に要する経費を計上するものであ

ります。災害復旧費として農地災害復旧事業2億

5145万円、農業用施設災害復旧事業2億8690万

円。林業用施設災害復旧事業2億4038万円、道路

橋梁河川災害復旧事業2億2750万円であります

が、災害復旧のための測量・設計委託料、重機借

上料等を計上するものであります。また、公共施

設災害復旧費として野村町の特別養護老人ホーム

しいのき園の敷地裏の一部崩落による復旧経費と

して、市有財産復旧事業4000万円を計上し、災害

復旧費全体で10億4623万円を計上するものであり

ます。 

主な歳入につきましてご説明を申し上げます。 

10ページをお開き願います。繰入金、２項１目

財政調整基金繰入金11億997万3000円、37目災害

対策基金繰入金6億270万1000円を基金会計から繰

り入れし、収支の均衡を図るものであります。 

市債、１項11目災害復旧事業債3億8710万円を

増額して、地方債の限度額を全体で53億4390万円

とするものであります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長  

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

中村議員。 

○14番中村敬治君  

14番中村です。 

ちょっと少し先の話になるかもしれませんが、

今回の豪雨災害を受けましてですね、市管理施設

の応急仮復旧というようなことに向けた、今市長

と財政課長さんのほうから補正予算の内容の説明

を受けたわけでございますけれども、やはり今回

の災害は西日本全域、これ広範囲にわたって災害

を受けたわけでございまして、本復旧に向けてで

すね、やはり応急仮復旧、これは当然のこととし

てですね、早急にこの本復旧に向けた対応もこれ

必要なわけでございまして、国の各省庁のです

ね、災害査定を受けないと、これ本復旧には全く

手もつけられないわけでございますけれども、こ

れなかなか混乱している中でですね、地域として

は被災を受けた地域としては早く本復旧に取り組

んでもらいたいと。のどから手が出るほど待って

おられると思いますので、その辺、本復旧に向け

た形のですね、スケジュールといいますか、そう

いう災害査定、そういうものの見通しがあれば、

お答えいただきたいと思います。 

○議長  

岩瀬建設部長。 

○岩瀬建設部長  

建設部門の災害査定については、今の予定では

９月から順次入るというなところがありますが、

何班かに分けての査定というところで進んでいく

予定でございます。 

○議長  

14番中村敬治議員。 

○14番中村敬治君  

今の説明は国土交通省のことだろうと思うんで

すが、農林水産省とか文部省とかいろいろ災害査

定は各省庁にまたがっておるわけですが、その辺

は同じように９月から始まるんでしょうか。 

○議長  

酒井部長。 

○酒井産業部長  

林業につきましては、ちょっと決定してる部分

がありますので報告をさせていただきます。 

国の災害査定が10月末までには実施予定となっ

ております。その後、実施設計をして国への申

請、入札という形をとりたいと考えております。 

以上です。 

○議長  

ほかに質疑はありませんか。 

17番小野正昭君。 

○17番小野正昭君  

まず亡くなられた方に謹んで哀悼の誠を申し上

げたいとともに、被災された方に心からお見舞い

を申し上げます。 

それで議長、予算書のですね、河川維持事業と

それから災害復旧の道路橋梁河川災害復旧事業に
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ついての関連質問をお願いをしたいんですが、許

可をお願いをいたします。 

○議長  

はい。簡単、明瞭な質問でお願いします。 

17番。 

○17番小野正昭君  

ここに河川のいわゆる事業費が載っとりますけ

れども、このご案内のように三瓶町は朝立川と谷

道川の大きな河川が三瓶湾に注いでおります。今

回の集中豪雨で、ただでさえ堆積をしとる土砂が

なお一層堆積をして、第二次災害を起こさないと

も限らない状況になっております。幸い今回の台

風12号は雨量も少なく、また干潮時でしたので二

次災害はありませんでしたけれども、これが大量

の雨と満潮時には第二次災害を過去に起こした例

もございますので、理事者がその辺どのような考

えを持たれておるのか、お伺いをいたします。 

○議長  

岩瀬建設部長。 

○岩瀬建設部長  

ただいまご質問いただきました河川の堆積土砂

につきましては全地域において発生をいたしてお

ります。この部分につきましては土木、県のほう

に堆積土砂の撤去について強く要請をかけてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長  

17番小野議員。 

○17番小野正昭君  

こういう時期ですので、部長ね、あんまり厳し

いことは言いませんけれども、今の答弁は教科書

どおりの答弁なんです。よく現場を見ていただい

てですね、その三瓶湾がどういうふうな状況にな

っておるかよく把握をしていただきたい。その上

で、ぜひ緊急なる対策をお願いをいたします。 

○議長  

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第94号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

ご異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 94号「平成 30年度西予市一般会計補正

予算（第３号）」は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長  

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第94号は原

案のとおり決定いたしました。 

  （日程６） 

○議長  

次に、日程第６、議案第95号「平成30年度西予

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）」から議案第98号「平成30年度西予市水道事

業会計補正予算（第２号）」の４件を一括議題と

いたします。 

理事者の説明を求めます。 

岩瀬建設部長。 

○岩瀬建設部長  

議案第95号「平成30年度西予市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）」について提案の

ご説明を申し上げます。 

今回の補正は、平成30年７月豪雨により被害を

受けた宇和町内の田之筋、明間及び永長の農業集

落排水施設における機器の修繕等に係る費用を増

額するものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ1670万円を増額し、歳入

歳出予算の総額を3億8912万9000円と定めるもの

であります。 

続きまして、議案第96号「平成30年度西予市公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、平成30年７月豪雨により被害を

受けた施設及び機器の修繕等に係る費用を計上す

るものであります。主に野村地区中心部の浸水被

害によるポンプ制御盤の修繕等に係る費用を増額

するものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳
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入歳出予算にそれぞれ6808万2000円を増額し、歳

入歳出予算の総額を8億4781万9000円と定めるも

のであります。 

続きまして、議案第97号「平成30年度西予市簡

易水道事業特別会計補正予算（第２号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、平成30年７月豪雨により被害を

受けた施設の修繕等に係る費用を計上するもの

で、宇和地区、野村地区、城川地区の簡易水道施

設の修繕等に係る費用を増額するものでありま

す。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算にそれぞれ700万円を増額し、歳入歳

出予算の総額を1億7170万9000円と定めるもので

あります。 

続きまして、議案第98号「平成30年度西予市水

道事業会計補正予算（第２号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、平成30年７月豪雨により被害を

受けた宇和給水区域の下川浄水施設及び野村給水

区域の野村浄水施設の復旧に係る経費を増額する

ものであります。 

これによりまして、第２条の資本的収入及び支

出につきましては、既決いただいております資本

的収入に一般会計補助金1億1000万円を増額し、

総額を3億1204万1000円とし、資本的支出につき

ましては、建設改良費1億1000万円を増額し、総

額を7億7605万3000円といたしております。 

また、今回の補正に伴いまして、他会計からの

補助金につきましても補正を行っております。 

以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長  

理事者の説明は終わりました。 

これより本案４件に対する質疑を行います。質

疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第95号から議案第98号までの４件は会議規

則第37条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第95号から議案第98号までの４件を一括し

て採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第95号「平成30年度西予市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）」から議案第98号

「平成30年度西予市水道事業会計補正予算（第２

号）」までの４件は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長  

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第95号から

議案第98号までの４件は原案のとおり決定いたし

ました。 

  （日程７） 

○議長  

次に、日程第７、議案第99号「西予市総合計画

審議会条例及び西予市行政改革推進委員会設置条

例の一部を改正する条例制定について」を議題と

いたします。 

理事者の説明を求めます。 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長  

議案第99号「西予市総合計画審議会条例及び西

予市行政改革推進委員会設置条例の一部を改正す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

本市では、このたびの平成30年７月豪雨災害に

係る被災者の生活支援及び被災地域の復興支援を

図るため、組織機構の見直しを行い、総務企画部

に復興支援課を新設するとともに、同部政策推進

課を廃止することとしております。 

今回の改正は政策推進課を廃止することに伴

い、同課の政策調整機能を同部まちづくり推進課

へ移管するため、西予市総合計画審議会条例及び

西予市行政改革推進委員会設置条例に規定する庶
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務取り扱い担当課を変更する必要があることから

２条例の一部を改正するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長  

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第99号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第99号「西予市総合計画審議会条例及び西

予市行政改革推進委員会設置条例の一部を改正す

る条例制定について」は、原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認めます。よって、議案第99号は原

案のとおり決定いたしました。 

  （日程８） 

○議長  

次に、日程第８「議員派遣の件について」を議

題といたします。 

お諮りいたします。 

お手元に配信いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認めます。よって「議員派遣の件に

ついて」は、本件のとおり承認することに決定い

たしました。 

この際、お諮りいたします。 

ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には、

議長に一任を願いたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

暫時休憩といたします。（休憩 午前11時

57分） 

○議長  

再開いたします。（再開 午前11時59分） 

お諮りいたします。 

ただいま信宮徹也君から提出されました、決議

案第１号「平成30年７月豪雨の災害対策に関する

決議案の提出について」及び意見書案第１号「平

成30年７月豪雨の災害対策に関する意見書案の提

出について」の２件を本日の日程に追加し、追加

日程として議題といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認めます。よって、２件を本日の日

程に追加し、追加日程とすることに決定いたしま

した。 

  （追加） 

○議長 

追加日程第１、決議案第１号「平成30年７月豪

雨の災害対策に関する決議案の提出について」を

議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

２番信宮徹也君。 

○２番信宮徹也君  

平成30年７月豪雨の災害対策に関する決議

（案）の提出について提案理由の説明を申し上げ

ます。 

台風７号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨

は、西日本を中心に、西予市でも未曽有の大災害

をもたらしました。各地では人的被害を初め、多

くの建物の損壊、道路、生活関連のインフラなど

甚大な被害が発生してます。 

災害発生から３週間余りが経過する中、全国か
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ら人的、物的支援が届けられていますが、依然と

して多くの住民が大変厳しい避難生活を強いられ

ている状況にあります。 

西予市議会では、このたびの豪雨災害の犠牲と

なられた方々に深甚なる哀悼の意を表するととも

に、ご遺族並びに被災された方々に心からの御見

舞いを申し上げます。 

そして、極めて広域にわたった被災地の状況を

踏まえ、１日も早い被災者の生活再建、被災地の

復旧・復興に向け、取り組んでいくことをここに

宣言するものです。 

決議案は、お手元に配信のとおりであります。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長  

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

決議案第１号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

ご異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

決議案第１号「平成30年７月豪雨の災害対策に

関する決議案の提出について」は、原案のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長  

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、決議案第１号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長  

次に、追加日程第２、意見書案第１号「平成

30年７月豪雨の災害対策に関する意見書案の提出

について」を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

２番信宮徹也君。 

○２番信宮徹也君  

平成30年７月豪雨の災害対策に関する意見書

（案）の提出について、提案理由の説明を申し上

げます。 

台風７号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨

は、西予市でも未曽有の大災害をもたらしまし

た。１日も早い生活再建と被災地の復旧・復興が

強く求められる中、既存の法制等にとらわれるこ

となく、財政措置を中心とした迅速かつ万全の復

旧・復興対策を講じるよう、下記の事項を国に対

して強く要請するものであります。 

１．被災者の避難生活の支援・生活再建の支援に

ついては、災害救助法の弾力的な運用を行うとと

もに、心身の健康管理や医療等の支援体制を確立

すること。 

２．被災児童・生徒に対しては、きめ細やかな教

育支援を行うこと。また、学習支援・学用品など

就学援助のほか、授業料などの負担軽減を行うな

ど、特段の財政措置を講じること。 

３．上下水道、道路、橋梁等の生活関連インフラ

の全面的な早期復旧に向け、財政的な支援を含め

た特段の措置を講じること。特に、今回の被害を

受けた箇所については、原形復旧でなく、より防

災性を高めた復旧を早急に行うこと。また、公共

交通機関の復旧並びに今後の安定的な経営に要す

る経費に対して、事業主体を問わず十分な財政措

置を講ずること。 

４．災害で生じた大量の廃棄物処理費用に関して

は、全額国の費用負担とすること。 

５．復旧・復興及び防災・減災対策への財政支援

等については、地域の実情に応じた財政需要に確

実に対応すること。また、人的支援体制の整備を

行い、技術職の職員派遣が中・長期にわたり円滑

に行えるように努めること。 

６．農林水産業の復旧・復興支援については、災

害復旧事業の申請に際し、柔軟に対応するととも

に、採択要件の緩和や事務手続の簡素化など、早

期復旧に向けた特段の措置を講じること。また、

被災者が事業を再開できるよう、経営体育成支援
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事業については、必要な予算を十分に確保すると

ともに、補助率のかさ上げを行うこと。事業継続

が困難な農林水産業者に対しては、政府系金融機

関による金融対策や専門家の派遣を行うなど、経

営再建に向けた特段の措置を講ずること。 

７．中小企業等の復旧・復興支援については、事

業継続が困難な中小企業者に対して、事業継続や

経営再開に向けた金融面、税制面の優遇措置を講

ずること。また、地域雇用の維持に向けての特段

の措置を講ずること。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見

書を提出するものであります。 

意見書はお手元に配信のとおりであります。 

以上、提案理由の説明といたします。 

○議長  

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

14番中村敬治君。 

○14番中村敬治君  

14番中村でございます。 

提出決議案とそれから意見書案につきましては

先ほどの議員全員協議会の場におきまして、駆け

足で説明があったわけでございまして、十分な意

見、討論する時間がございませんでしたので、た

だいま気がついたことをちょっと申し述べたいと

思います。 

西予市は一次産業を主体とした市でございます

ので、今回の災害で広域で多数の箇所で甚大な被

害を受けております。そういうことからですね、

ここに記述しておられますように、６番にもあり

ますように、農林水産大臣というものを入れてい

ただきたいなと。提出先でございますが、そして

またこの２の中にも、教育のことも関連しており

ますので、文部科学大臣なども入れてはどうかな

と、私今ただいま急に思いついたので、申し述べ

させていただきます。 

以上です。 

○議長  

中村議員からの意見につきましては、後日、提

出者、賛同者と協議をしたいと思いますが、それ

でよろしゅうございますか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

意見書案第１号は、会議規則第37条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

意見書案第１号「平成30年７月豪雨の災害対策

に関する意見書案の提出について」は、原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長  

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、意見書案第１号

は、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、本臨時会の日程は全て終了いたしまし

た。 

これをもって平成30年第２回西予市議会臨時会

を閉会といたします。 

 

 

 閉会 午後０時12分 
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 地方自治法第123条第２項の規定によりここに

署名する。 

 

 

  西予市議会議長 

 

 

   同    議員 

 

 

   同    議員 
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平成30年第２回西予市議会臨時会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

承認第  ５号 専決処分第５号の承認を求めることについて 30.７.31 原案承認 

議案第  93号 
西予市立学校給食センター及び学校給食調理場条例

の一部を改正する条例を廃止する条例制定について 
30.７.31 原案可決 

議案第  94号 平成30年度西予市一般会計補正予算（第３号） 30.７.31 原案可決 

議案第  95号 
平成30年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号） 
30.７.31 原案可決 

議案第  96号 
平成30年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
30.７.31 原案可決 

議案第  97号 
平成30年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
30.７.31 原案可決 

議案第  98号 平成30年度西予市水道事業会計補正予算（第２号） 30.７.31 原案可決 

議案第  99号 
西予市総合計画審議会条例及び西予市行政改革推進

委員会設置条例の一部を改正する条例制定について 
30.７.31 原案可決 

決議案第 １号 
平成30年７月豪雨の災害対策に関する決議案の提出

について 
30.７.31 原案可決 

意見書案第１号 
平成30年７月豪雨の災害対策に関する意見書案の提

出について 
30.７.31 原案可決 

 議員派遣の件について 30.７.31 承  認 

 


